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東
三
河
観
光
物
産
展
、
三
河
港
モ
ー
タ
ー
シ
ョ
ー
、

小
型
船
に
よ
る
港
内
ク
ル
ー
ジ
ン
グ
、
手
筒
花
火
放

揚（
出
港
時
）な
ど
、
各
種
イ
ベ
ン
ト
を
開
催
し
ま
す
。

と
き　

3
月
17
日
㈮
午
前
9
時
～
午
後
6
時　

と

こ
ろ　

神
野
ふ
頭
7
号
岸
壁
（
神
野
西
町
一
丁
目
）　

そ
の
他　

飛
鳥
Ⅱ

船
内
の
一
般
公
開
は
実
施
し
ま
せ

ん
。
車
で
お
越
し
の
場
合
は
ラ
イ
フ
ポ
ー
ト
と
よ

は
し
駐
車
場
（
神
野
ふ
頭
町
）
を
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

当
日
は
ラ
イ
フ
ポ
ー
ト
と
よ
は
し
、
豊
橋
駅
と
会

場
を
結
ぶ
無
料
シ
ャ
ト
ル
バ
ス
を
運
行
し
ま
す
。
天

候
な
ど
に
よ
り
内
容
を
変
更
す
る
こ
と
が
あ
り
ま

す
。
詳
細
は
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
、
カ
モ
メ
リ
ア
フ
ェ
イ

ス
ブ
ッ
ク
参
照　

問
い
合
わ
せ　

み
な
と
振
興
課

（
☎
34
・
３
７

１
０
）

市
制
110
周
年
記
念
事
業

飛鳥Ⅱ（Photo　by　TSUNEO　NAKAMURA）

豪
華
客
船
「
飛
鳥
Ⅱ

」

三
河
港
初
寄
港
お
も
て
な
し
イ
ベ
ン
ト

市
民
提
案
イ
ベ
ン
ト

市
民
活
動
グ
ル
ー
プ
や
団
体
・
企
業
な
ど
が
企
画
・
実
施
す
る
110

周
年
記
念
事
業
「
市
民
提
案
イ
ベ
ン
ト
」
を
紹
介
し
ま
す
。

■市民提案イベント　※イベント内容・申込方法など詳細はお問い合わせください
　●料参加料などが必要なもの　●申申し込みが必要なもの

イベント名 とき／ところ 問い合わせ

リトルプレスサミット　in　豊橋
手づくりマルシェと豊橋レト
ロ散歩　講演会・座談会●料●申

3 月 19 日㈰ [講演会]午前 11
時～正午 [座談会]午後1時～
2 時 [マルシェ・ギャラリー]
午前10時～午後3時／駒屋

ヒカリめがね編集部
（ hikarimegane@gmail.

com）

TOYOHASHI　LOCAL　IDOL　
FLOW　2017　春
①ライブステージ・屋台
②ライブステージ●料

3 月 19 日㈰①午前 11 時～午
後4時／豊橋駅南口駅前広場
②午後3時～9時／Club　KNOT

NPOほの国プロジェクト
（☎43・6039）

六条潟生きものカルタ大会●申 3 月 19 日㈰午後 1 時 30 分～ 4
時／前芝校区市民館

みなと塾　加藤
（☎090・5873・6679）

春のスティールパンコンサート
カリブと日本の星空Ⅱ●申

3 月 19 日㈰午後 3 時～ 4 時／
視聴覚教育センター

視聴覚教育センター
（☎41・3330）

He110記念　第11回定期演奏会
3 月 19 日㈰午後 6 時 30 分～ 8
時／湖西市アメニティプラザ

つつじが丘ジュニアマー
チングバンド

（☎070・5644・6296）

多米町滝ノ谷ビオトープの自
然環境調査・報告会●申

3月26日㈰[パネル展示]午前
10時～正午[報告会]午後1時～
3時／市民文化会館

三河生物同好会　浅岡
（☎45・6711）

ご意見
募集します

豊
橋
田
原
ご
み
処
理
施
設
整
備
事
業
に

係
る
環
境
影
響
評
価
方
法
書

問
い
合
わ
せ 

施
設
建
設
室
（
☎
38
・
０
７
７
７
）

こ
の
方
法
書
は
、
豊
橋
田
原
ご
み
処
理
広
域
化
計
画
に
基
づ
き

推
進
し
て
い
る
本
事
業
に
つ
い
て
、
環
境
保
全
の
見
地
か
ら
実

施
す
る
調
査
・
予
測
・
評
価
の
方
法
を
示
し
た
も
の
で
す
。

縦
覧
期
間　

3
月
28
日
㈫
～
4
月
28
日
㈮　

縦
覧
場
所　

市
役

所
環
境
政
策
課
（
西
館
5
階
）･

じ
ょ
う
ほ
う
ひ
ろ
ば
（
東
館
1
階
）、

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
ほ
か　

そ
の
他　

い
た
だ
い
た
意
見
や
、
そ
れ
に

対
す
る
市
の
考
え
方
は
、
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
な
ど
で
後
日
公
開
し

ま
す
。
個
々
の
意
見
に
直
接
回
答
す
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん　

意
見
提
出　

5
月
12
日
（
消
印
有
効
）
ま
で
に
意
見
、
住
所
、

氏
名
（
法
人･

団
体
の
場
合
は
所
在
地
、
名
称
、
代
表
者
氏
名
）
、

連
絡
先
（
電
話
番
号
や
E
メ
ー
ル
ア
ド
レ
ス
）
を
施
設
建
設
室
（
〒

441-

３
１
２
５
豊
栄
町
字
西
５
３
０

 

46
・
７
９
４
２

sh
isetsu

ken
setsu

@
city.to

yo
h

ash
i.lg

.jp

）
※
様
式
は
自
由
で

す
が
、
E
メ
ー
ル
の
場
合
は
テ
キ
ス
ト
形
式
で
提
出
し
て
く
だ

さ
い

■
環
境
影
響
評
価
方
法
書
に
関
す
る
説
明
会

と
き
／
と
こ
ろ　

4
月
14
日
㈮
午
後
7
時
／
資
源
化
セ
ン
タ
ー

（
豊
栄
町
字
西
）、
4
月
16
日
㈰
午
後
2
時
／
市
役
所
東
85
・
86

会
議
室
（
東
館
8
階
）

豊
橋
田
原
ご
み
処
理
施
設
整
備
事
業
に
係
る

都
市
計
画
の
概
略
の
案
を
縦
覧
し
ま
す

縦
覧
期
間　

3
月
28
日
㈫
～
4
月
28
日
㈮　

縦
覧
場
所　

市
役
所
環
境
政
策
課
・
じ
ょ
う
ほ
う
ひ
ろ
ば
、
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
ほ
か

情
報
ピ
ッ
ク
ア
ッ
プ



5

障
害
年
金
と
は
、
病
気
・
ケ
ガ
で
生
活
や

仕
事
な
ど
が
制
限
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た

場
合
に
受
け
取
る
こ
と
が
で
き
る
年
金
の

こ
と
で
す
。
障
害
の
原
因
と
な
っ
た
病
気

や
ケ
ガ
で
初
め
て
医
師
の
診
療
を
受
け
た

日
（
初
診
日
）
に
加
入
し
て
い
た
年
金
の
種

類
に
よ
っ
て
「
障
害
基
礎
年
金
」
と
「
障
害
厚

生
年
金
」
に
分
か
れ
、
市
で
は
障
害
基
礎

年
金
の
相
談
・
受
け
付
け
を
行
っ
て
い
ま
す
。

■
障
害
基
礎
年
金
の
受
給
条
件

次
の
全
て
の
条
件
に
当
て
は
ま
る
方
が
対

象
で
す
。

①
初
診
日
の
条
件

初
診
日
が
、
20
歳
以
前
、
国
民
年
金
加
入
中
、

ま
た
は
60
歳
以
上
65
歳
未
満
（
老
齢
基
礎

年
金
を
受
給
し
て
い
る
方
を
除
く
）で
、日

本
国
内
に
在
住
し
て
い
る
こ
と
。

②
障
害
認
定
日
（
※
1
）の
条
件

①
の
病
気
や
ケ
ガ
に
よ
る
障
害
の
程
度
が
、

20
歳
に
達
し
た
と
き
、
ま
た
は
障
害
認
定

日
に
、
障
害
等
級
の
1
級
ま
た
は
2
級
の

状
態
に
あ
る
こ
と
。

③
保
険
料
の
納
付
要
件
を
満
た
し
て
い
る

こ
と（
初
診
日
が
20
歳
以
前
の
場
合
を
除
く
）

初
診
日
の
前
日
に
お
い
て
、
初
診
日
の
属

す
る
月
の
前
々
月
ま
で
の
年
金
の
被
保
険

者
期
間
の
う
ち
、
保
険
料
納
付
済
期
間
（
保

険
料
免
除
期
間
、
若
年
者
納
付
猶
予
期
間
、

学
生
納
付
特
例
期
間
を
含
む
）
が
3
分
の

2
以
上
で
あ
る
こ
と
。
た
だ
し
、
初
診
日

が
平
成
38
年
3
月
31
日
以
前
の
場
合
、
こ

の
要
件
を
満
た
さ
な
く
て
も
、
初
診
日
の

属
す
る
月
の
前
々
月
ま
で
の
直
近
一
年
間

に
保
険
料
の
未
納
が
な
け
れ
ば
納
付
要
件

を
満
た
し
ま
す
。

※
1　

障
害
認
定
日
と
は
、
障
害
の
程
度

を
は
か
る
日
の
こ
と
で
、
そ
の
障
害
の

原
因
と
な
っ
た
傷
病
の
初
診
日
か
ら
1

年
6
か
月
を
経
過
し
た
日
、
ま
た
は
1

年
6
か
月
以
内
に
そ
の
傷
病
が
固
定
し

た
場
合
は
そ
の
日
を
い
い
ま
す
。
な
お
、

1
年
6
か
月
以
降
に
障
害
の
状
態
が
悪

化
し
2
級
以
上
に
該
当
し
た
場
合
に
は
、

そ
の
時
点
か
ら
65
歳
の
誕
生
日
の
前
々

日
ま
で
に
申
請
可
能
で
す
（
事
後
重
症

制
度
）

■
障
害
等
級
と
年
金
額

障
害
基
礎
年
金
が
受
け
ら
れ
る
障
害
の
程

度
（
障
害
等
級
）
は
下
表
の
通
り
で
す
。
身

体
障
害
者
手
帳
な
ど
の
基
準
と
は
異
な
り

ま
す
。

■
障
害
年
金
の
相
談
先

障
害
年
金
の
相
談
先
は
、左
表
の
通
り
で
す
。

な
お
、
相
談
の
際
は
、
初
診
日
（
初
診
の

医
療
機
関
に
電
話
な
ど
で
お
問
い
合
わ
せ

く
だ
さ
い
）
が
明
ら
か
だ
と
円
滑
で
す
。

ま
た
、
す
で
に
障
害
者
手
帳
な
ど
の
交
付

を
受
け
て
い
る
方
、
年
金
手
帳
を
お
持
ち

の
方
は
予
め
ご
用
意
く
だ
さ
い
。

障
害
年
金
制
度
を
ご
存
知
で
す
か

問
い
合
わ
せ　

  

国
保
年
金
課
（
☎
51
・
２
２
９
１
）

■障害基礎年金の障害等級と年金額

障害等級 障害の程度 障害の例 年間の年金額（平成28年度）

1級

身体の機能の障害や長期に
わたる安静を必要とする病
状または精神の障害によ
り、自力ではほとんど日常
生活を送れない程度

視力障害、聴力障害、
言語機能障害、そしゃ
く機能障害、平衡機
能障害、両上肢また
は両下肢の離断また
は切断、体幹機能障
害、精神障害（統合
失調症、うつ病、自
閉症など）、知的障
害、人工透析など

975,125 円

障害基礎年金受給権者によっ
て生計を維持されている子

（18 歳に到達する年度末ま
での子、または 1・2 級の障
害のある 20 歳未満の子）が
あるときには、次の額が加
算されます。
加算対象の子加算額
[1人目・2人目]
各年間 224,500 円
[3人目以降]
各年間 74,800 円

2級

身体の機能の障害や長期に
わたる安静を必要とする病
状または精神の障害によ
り、日常生活が極めて困難
で、労働により収入を得る
ことができない程度

780,100 円

■障害年金の相談先

初診日に加入していた年金の種類など 相談先名称など

障害基礎年金

初診日が 20 歳以前、国民
年金 1 号加入中、または
60 歳以上 65 歳未満の方

市役所国保年金課
（西館 1 階☎ 51・2291）

初診日が国民年金 3 号加
入中の方 豊橋年金事務所

（菰口町三丁目☎ 33・4111）

障害厚生年金

初診日が厚生年金加入中
の方

初診日が共済組合など加
入中の方

各種共済組合など

参加料・受講料を明記していないものは無料、申し込みを明記していないものは不要です。
掲載記事のホームページについては、http://www.city.toyohashi.lg.jp/9045.htmからご覧いただけます。


